
令和３年１月２９日

まちづくり委員会資料

大規模投資的事業について

建 設 緑 政 局

1



「大規模投資的事業の検討を踏まえた今後の対応」について
１ 検討までの経過

R2.8 令和３年度予算編成方針
・ 新型コロナ等の影響により、市税の減収が220億円 見込     収支不足 拡大し、本
市財政はこれまでにない厳しい状況が続くものと想定
・ 第２期実施計画の施策・事業については、環境変化 的確 捉  優先度 勘案   施
策・事業の効果的な推進を図る。
・ 限られた財源・人的資源を最大限活用     行財政改革      ４  基本理念 
基づく取組を積極的に進めるなど、徹底  既存事業 見直  行 よう求める。

２ 大規模投資的事業の検討

第３期実施計画 行財政改革     （R4 R7）では、新型コロナウイルス感染症等の影
響により本市財政がこれまでにない厳しい状況が続くと想定されるほか、社会経済状況 市民
ニーズの変化が想定される中で、R3年度末   各局     事務事業 検討  総務企
画局が取りまとめて策定する予定

事業の中でも、大規模投資的事業  一度推進 決定    長期間    財源 人的資源
の負担が発生
一方で、新型        影響    今後 社会経済動向 見通  立   
第３期計画策定作業前のR2年度中 事業推進 手続 行 大規模投資的事業   
   今後 社会経済動向 踏   慎重 検討 行    時間 確保  必要   

大規模投資的事業     ①令和２年度中 事業 推進 係 手続等 実施       
いる事業」であり、「②予定   手続等 実施   財源 人的資源 面 長期    大  
負担 見込   事業     改  検討    庁内 通知  対象事業 照会

（10/27 川崎市行財政改革推進本部会議）

全庁に調査した結果、次の事業については、以下の視点を踏まえて手続等の実施について
改めて検討（11/17 行財政改革推進本部会議）

● 今後の社会経済動向等を踏まえた慎重な検討と判断が必要な事業
JＲ南武線連続立体交差事業    都市計画 決定
京浜急行大師線連続立体交差事業（Ⅰ期②区間）における工事着手

● 新型コロナウイルス感染症を契機とした「新たな日常」の実現に向けた視点を加えた検討が必要
な事業

等々力緑地再編整備事業    再編整備実施計画 改定手続

社会経済状況    見通  立   中  長期    財源 人的資源 面 負担 大  
     今後 社会経済動向等 踏     現行計画 基  都市計画決定      慎重 
検討 判断 行 必要      

新型コロナウイルス感染症を契機として高まった緑とオープンスペースの重要性等に対応した「新たな
日常」の実現に向けた視点を加えて再編整備実施計画の内容を検討する必要があるため。
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R2.6 コロナ後 社会 見据  新  取組 検討 ついて、考え方を庁内で共有
• ①市民生活 経済活動 維持   ②経済危機   回復 目指  ③今後 社会変容 対応    ３ 
の視点から、取組の推進や計画策定を検討することが必要

R2.6 今後 行財政改革      関  考 方 庁内 共有

R2.4-5 神奈川県    国内 新型       感染症緊急事態宣言 発令

H30年度 第２期実施計画 行財政改革プログラム（H30 R3）に基づき、必要な施策・事業
の着実な推進 持続可能 行財政基盤 構築 両立 向  取組 推進
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（１）JＲ南武線連続立体交差事業

３ 対象事業の主な検討内容

（２）京浜急行大師線連続立体交差事業（Ⅰ期②区間）

（３）等々力緑地再編整備事業

事業概要
・JR南武線矢向駅 武蔵小杉駅（約4.5km）で鉄道を高架化し、9箇所 踏切 除却
・総事業費1,479億円 事業期間 約20年（想定）

主な検討内容

新型    感染拡大後 鉄道乗降人員 減少 踏切交通量 変化 発生     踏
切除却 効果    前 同等 捉     対    慎重 検討 必要
市民 行動変容等 新型    影響 踏      適宜 鉄道乗降人員 自動車等 
交通量 調査  事業 効果   確認が必要
財政状況を踏まえ、都市計画決定前に事業費の精査に加え更  事業費 縮減 工期
の短縮について検討することが必要
早期に開   踏切対策が求められている平間駅前踏切  対応について調整が必要

事業概要
 京急大師線東門前駅 鈴木町駅（Ⅰ期②区間 約1.2km）で鉄道を地下化し、6箇所
 踏切 除却 【参考】Ⅰ期①区間 京急大師線小島新田駅 東門前駅（約1.2km）
・総事業費約784億円

主な検討内容

新型    感染拡大後 鉄道乗降人員 減少 発生     踏切除却 効果    
前と同等に捉えることに対しては、慎重な検討が必要
市民 行動変容等     影響 踏      適宜 鉄道乗降人員 自動車等 交通量 
調査  適切 時期 費用対効果 確認が必要
鉄道事業者は、新型コロナによる減収・減益のため、R2年度 Ⅰ期②区間の工事着手は
困難との意向 示     事業費増額 工期延期 見込   Ⅰ期①区間の状況も踏ま
えると、Ⅰ期②区間は鉄道事業者と事業費や工期を精査した上での着手が必要

計画概要

・H23  等々力緑地再編整備実施計画  策定後 等々力緑地 陸上競技場       
   段階的 整備      防災対策 充実 民間提案   実現可能性 検証等 取
り組み、改定に向けた検討を実施
 公共負担額 約716億円（民間事業者 提案 PFI手法で実施した場合の30年間 整備

 維持管理費）

主な検討内容

国土交通省では、「新型コロナを契機としたまちづくりの方向性」として、緑とオープンスペース
 重要性 再認識 地域 多様     応  柔軟 活用等 必要 整理       
附属機関の等々力緑地再編整備計画推進委員会（推進委員会）では、オープンスペー
スの確保、働く場所としての活用等    議論 進             議論 踏   
等々力緑地 必要 機能   規模    整理 進       必要
施設      化 利用料金 見直  民間活用 念頭   民間収益施設 利益還元
 考 方 整理  整備費 維持管理運営費 低減 事業費 平準化等 検討 必要
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４ 今後の対応

令和２年度 都市計画決定 見送 、必要 検討 実施  上  令和３年度 第３期実施計
画（素案）等において検討結果を明らかにする。なお、平間駅前踏切等について、早急に実施でき
る暫定対策を検討する。

令和２年度 工事着手 見送  必要 検討 実施  上  令和３年度 第３期実施計画
（素案）等において検討結果を明らかにする。

【理由】

５ 今後の事業の検討について
新型コロナウイルス感染症は、現在、我が国の社会・経済に深刻な影響を及ぼしており、本市においても、税収の大
幅な減少等により、今後もこれまでにない厳しい財政環境が続くものと想定されている。
一方で、オンライン申請やリモートワークをはじめとした非対面・非接触型のサービス提供や勤務形態などが拡大し、今
後、社会変容が進むことも考えられる。
こうした中で、施策・事業については、環境変化 的確 捉  優先度 勘案  効果的 推進を図るとともに、今
後 社会変容 見据  新  取組 推進       必要な経営資源を確保していく必要がある。
今後、今回の３事業をはじめ、すべての事務事業について、新型コロナによる社会経済動向の変化や、「新たな日
常」をはじめとした社会変容の影響なども踏まえながら、第３期実施計画 行財政改革     （R4 R7）の
策定作業の中で方向性等を検討していくものとする。

【理由】 • 現時点では新型コロナによる社会経済状況の変化が本事業に与える影響を明確に判断できる状況にない。
• 事業の効果などについては、今後 推移 慎重 見極  判断     必要
• Ⅰ期①区間の進捗状況等を踏まえて、事業費の縮減や平準化、工期の精査、設計等について詳細検討
を行  本市 行財政運営 見通  踏   計画とするため、一度立 止       精査 必要

再編整備実施計画の改定手続については、 「新たな日常」の実現に向けた視点を加えた公園機
能の充実をより一層図るための検討 進       将来的 市民      柔軟 対応 可
能とする管理 運営 考 方      整理 行  令和３年度第１四半期を目途に『等々力
緑地再編整備実施計画（改定骨子）』         行  

• 現時点では新型コロナによる社会経済状況の変化が本事業に与える影響を明確に判断できる状況にない。
• 事業の効果などについては、今後 推移 慎重 見極  判断     必要
• 更  事業費縮減、工期短縮、設計等について詳細検討を行  本市 行財政運営 見通  踏
まえた計画とするため、一度立 止       精査 必要

（１）JＲ南武線連続立体交差事業

（２）京浜急行大師線連続立体交差事業（Ⅰ期②区間）

（３）等々力緑地再編整備事業

対応

【理由】 • 「新たな日常」の実現に向けた公園機能については、国 方向性 見極    検討 進  必要が
     推進委員会  議論等 通   等々力緑地 必要 機能   規模 整理 必要

• 整備 維持管理運営費 低減 各年度 事業費 平準化等 検討 必要

対応

対応

各事業 係 庁内検討会議  検討結果 踏   令和２年度中 行 事業推進 係 手続 実施 可否  
いては、次の「対応」のとおりとする。

対象事業 主 検討内容      事業 関係局 構成  庁内 検討会議 開催  令和２年度中 
各手続の実施可否について検討を進めてきた。検討会議で検討した主な内容は次のとおりである。
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大規模投資的事業の今後の取組について

今後の対応を踏まえ、効率的・効果的な事業実施に向けて、今後以下の取組を迅速に行う

１ JＲ南武線連続立体交差事業

（１）今後の社会変容等を見据えた事業の効果や本市の長期的な行財政運営の見通しな
どを踏まえ、本事業の取組方針について検討する

（２）既存の事業計画等にとらわれず、設計や前提条件の見直しを図るなど、更なる事業費縮
減と事業期間の短縮に向けた検討を関係機関と連携し実施する

（３）併せて平間駅前踏切等について、早急に実施できる対策を検討する

（４）関係地権者等に対して丁寧な説明を行う

２ 京浜急行大師線連続立体交差事業（１期②区間）

（１）１期①区間の早期完成を目指すとともに、１期①区間の進捗状況や本市の長期的な
行財政運営の見通しなどを踏まえ、本事業の取組方針について検討する

（２）既存の事業計画にとらわれず、設計や前提条件の見直しを図るなど、更なる事業費の縮
減および平準化や工事期間の短縮に向けた検討を関係機関と連携し実施する

（３）関係地権者等に対して丁寧な説明を行う

３ 等々力緑地再編整備事業

（１）再編整備実施計画の改定手続については、 「新たな日常」の実現に向けた視点を加え
た公園機能の充実をより一層図るための検討を進めるとともに、将来的な市民のニーズへ
の柔軟な対応を可能とする管理・運営の考え方などについて整理を行い、令和３年度第
１四半期を目途に『等々力緑地再編整備実施計画（改定骨子）』としてとりまとめを
行う【再掲】

（２）検討にあたっては、新たな日常に求められる機能等を把握する為の実証実験等を通じて
より実効性の高いものとするとともに、引き続き民間活力の活用を念頭に、事業費の低減
や平準化についても検討を行う

4



◇全体平面図

仮線用地 （←まちづくり側道としても活用）

約6 8m
現況 11000

◇横断面図

必要用地幅 17000

7.4m

6000～8000

※柱の数は
今後の調整

ピーク時 １日あたり 自転車 二輪車 自転車 歩行者 自動車 歩行者等

分/日 時/日 台/日 台/日 台/日 人/日 台時/日 台人時/日

① 尻手第３ 市道矢向４９号線 36 7.1 931 255 955 495 6,610 10,295

② 日枝 市道矢向３４号線 〇 43 8.2 365 89 1,317 937 2,993 18,483

③ 矢向第１ 市道末吉橋９号線 37 6.3 5,519 608 1,980 720 34,770 17,010

④ 矢向第２ 市道夢見ケ崎４号線 〇 〇 44 8.0 4,735 825 5,270 14,653 37,880 159,384

⑤ 塚越 市道幸２号線 〇 〇 33 5.6 9,402 1,030 5,069 2,668 52,651 43,327

⑥ 鹿島田 市道古市場矢上線 〇 〇 42 7.3 6,169 783 8,116 11,403 45,034 142,489

⑦ 川崎堀 国道４０９号 〇 39 6.0 7,829 664 2,189 1,935 46,974 24,744

⑧ 平間 市道田尻町１２号線 39 5.9 564 202 2,104 1,493 3,328 21,222

⑨ 平間駅前 県道大田神奈川 〇 〇 〇 40 7.9 6,588 993 2,460 7,765 52,045 80,778

⑩ 中丸子第１ 市道中丸子９７号線 〇 42 6.9 0 0 778 1,168 0 13,427

⑪ 中丸子第２ 市道中丸子９３号線 32 5.1 232 53 1,273 1,627 1,183 14,790

⑫ 中丸子第３ 市道中丸子７０号線 〇 41 7.0 1,476 167 1,272 972 10,332 15,708

⑬ 向河原駅前 市道下沼部３０号線 〇 〇 46 7.8 2,635 354 4,766 15,464 20,553 157,794

横
浜
市

交通量 踏切交通遮断量

開かず
自動車
BN

歩行者
BN

川
崎
市

市域 № 踏切名 道路名
踏切種別 踏切遮断時間

※ 開かずの踏切
ピーク時の遮断時間が40分／時以上の踏切
自動車ボトルネック（BN）踏切
一日の踏切自動車交通遮断量が5万台時／日以上の踏切
歩行者ボトルネック（BN）踏切
一日の踏切自動車交通遮断量と踏切歩行者等交通遮断量の合計が5万台（人）時／日以上かつ一日の踏切歩行者等交通遮断量が
2万台（人）時／日以上の踏切

※ 川崎市域の踏切はすべて踏切道改良促進法に基づく法指定踏切
踏切道改良促進法に基づき指定を受けた踏切は、令和２年までに踏切の改良を実施するか、改善方法を定めた計画書を国に提出するこ
とを法で義務付けられている

◇踏切状況

時

JR南武線連続立体交差事業 今後の方向性について

自動車
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（１）事業の目的
• JR南武線の矢向駅から武蔵小杉駅間約4.5kmにおいて鉄道を高架化することで、9箇所の踏切を除
却し都市内交通の円滑化を図るとともに、分断された市街地の一体化による都市の活性化を図る

（２）事業効果
• 周辺道路交通の円滑化、通学児童等の安全性向上、避難路および緊急輸送道路の機能強化に寄与
• 連立事業を契機とした関連道路整備等を含めた沿線まちづくりや高架下利用により、地域分断の解
消、回遊性や賑わい創出等に寄与

（３）基本項目

１ 事業概要

• 第２期実施計画のスケジュールどおり、令和２年度の都市計画決定に向けた取組を実施
• 工期は南武線Ⅰ期連続立体交差事業（延長約3.9ｋｍ）を参考に、概ね20年と想定

項目 内容

事業区間（延長） 矢向駅 武蔵小杉駅（約4.5km）

踏切除却数 9箇所（全て踏切道改良促進法の指定踏切。開かずの踏切5箇所）

駅数 3駅 （鹿島田駅、平間駅、向河原駅）

事業費 総事業費 1,479億円（連立本体 1,185億円、関連道路 294億円）

費用便益比（B/C） 1.32 （平成27年12月算定）

２ 主な事業経過

時期 内容

平成17年 総合計画「川崎再生フロンティアプラン」第1期実行計画
次期連立検討区間としてJR南武線（尻手駅 武蔵小杉駅間）を位置付け

平成19年 「JR南武線未高架地域の連続立体交差化に関する請願」（署名約55,000人）
川崎市議会にて全会派一致で採択

平成20年 川崎南部地域交通基盤あり方検討委員会からの提言を受理
「尻手駅から武蔵小杉駅までの連続立体交差事業を推進するのが妥当である」

平成25年 「川崎市総合都市交通計画」策定
JR南武線連続立体交差事業を短中期(10年以内)に着手を目指す事業(B事業)に位置付け

平成26年 事業化に向けて事業調査に着手

平成28年 社会資本総合整備計画に位置付け

平成29年 着工準備補助採択、構造形式を仮線高架工法に決定
川崎市総合計画第２期実施計画にて、令和２年度に都市計画決定を行うことを位置付け

H30年度 H31(R1)年度 R2年度 R3年度 R４年度以降

●連続立体交差事業の事業課に向けた取組
・国等関係機関との協議調整 ・都市計画決定
・用地測量

●関連事業(矢向鹿島田線ほか沿線のまちづくり)と連携した取組
・事業化に向けた取組の実施

・整備に向けた ・事業推進
取組の推進

（１）現在の進捗状況
• 平成20年度から令和２年度までに約14.3億円の事業費を執行し、事業調査や概略設計、環境影響
評価、用地測量を実施している

（２）国との協議状況
• 平成29年度から令和２年度までに約５億円の着工準備補助を受けており、概略設計などを実施し、
更に令和３年度から連立事業個別補助の採択を受け事業を進める方針で調整

• 事業区間の踏切は、平成28年改正踏切道改良促進法で改良が必要な踏切として指定されているため、
連続立体交差化を改良方法として令和２年度中に地方踏切道改良計画を提出する予定

（３）JR東日本との協議状況
• 本市の委託により、 JR東日本は平成30年度から概略設計、環境影響評価を進め、令和２年度の都
市計画決定に必要な図書の作成や協議を行った

（４）沿線企業との協議状況
• 沿線の主な企業とは、連立事業計画に合わせた建物の再編整備計画や土地利用計画とすることの調
整を行った

（５） 地元説明
• 平成29年度から毎年、幸区と中原区でオープンハウス型の説明会を開催しており、今年度は環境
影響評価準備書および都市計画の素案説明会の開催を予定していた

JR南武線連続立体交差事業 今後の方向性について

• 令和２年10月27日付け２川総行革第３３４号「大規模投資的事業に関する事業の検討について
（通知）」に基づき、本事業を「今後の社会経済動向等を踏まえた慎重な検討と判断が必要な事
業」として抽出し、以下の視点を踏まえて手続等の実施について改めて検討を行うこととした

５ 大規模投資的事業に関する今後の検討について

事業名及び検討内容
JR南武線連続立体交差事業における都市計画の決定
本事業は、事業の推進に向けて令和２年度中に都市計画決定を行う予定であるが、社会経済状
況について見通しが立たない中で、長期にわたり財源や人的資源の面で負担が大きいことから、
今後の社会経済動向等を踏まえると、現行計画に基づく都市計画決定については、慎重な検討と
判断を行う必要があるため。

３ 事業の進捗状況

平間駅周辺（将来イメージ）鹿島田駅周辺（将来イメージ） 向河原駅周辺（将来イメージ）

４ 第２期実施計画スケジュール
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JR南武線連続立体交差事業 今後の方向性について
• 用地取得件数が多いことから、他都市の事例を参考に、効率的な用地取得手法検討など実効性を高
める取組が必要

• 都市計画決定は沿線住民に対して様々な制限をかけるため、都市計画決定を行った後に事業の休止
や変更をすることが無いようにするべき

• 上記１ 7を踏まえた今後の方向性は以下のとおり

■理由
• 新型コロナウイルス感染症の影響等により、本市財政はこれまでにない厳しい状況が続くと想定し
ており、踏切対策など事業の必要性は認められるものの、現時点では新型コロナウイルス感染症の
影響による社会経済状況の変化が本事業に与える影響を明確に判断できる状況にはない

• 事業の効果などについては、今後の社会変容に伴い新たに求められる機能や役割、鉄道乗降人員や
自動車等の交通量の変化等、今後の推移を慎重に見極めて判断することが必要

• 本事業は、長期にわたり多額の財政支出を伴うことから、本市の厳しい財政状況を踏まえて、更な
る事業費縮減、工期短縮、設計等について詳細検討を行う時間を確保するとともに、本市の行財政
運営の見通しを踏まえた計画とするため、一度立ち止まってこれらの精査が必要

■今後の方向性
① 令和２年度の都市計画決定を見送る
② 令和２年度の都市計画決定を見送り、必要な検討を実施した上で、令和３年度に第３期実施計
画（素案）等において検討結果を明らかにする。なお、平間駅前踏切等について、早急に実施
できる暫定対策を検討する

8 今後の方向性

• 事業を取り巻く環境等を踏まえ、以下の点に留意して検討を進めることとする

（１）事業の性質
• 本事業は踏切起因による事故や交通渋滞、地域分断等の解消に加えて、バリアフリー化、駅へのア
クセス性、防災性など市民生活の向上や将来のまちづくり等を含めた幅広い効果を発現

（２）財政面への影響
• 令和３年度は220億円の市税減収が見込まれる中、連立事業は長期にわたり多くの財政負担を伴う
ことから、令和３年度に策定作業を行う第３期実施計画、行財政改革プログラムの中で検討する長
期的な財政見通しや物価変動などを踏まえながら、財政面への影響を検討することが必要

• 財政状況を踏まえ、都市計画決定前に事業費の精査に加え更なる事業費の縮減や工期の短縮につい
て検討することが必要

• 今後策定する収支フレームを念頭に置きながら事業費の平準化を検討することが必要

（３）新型コロナウィルス感染症等の影響
• 踏切除却の効果を新型コロナウイルス感染症の影響前の状況と同等に捉えることに対しては、慎重
な検討が必要

• 新たな生活様式に伴う市民の行動変容等、新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえながら、適
宜、鉄道乗降人員や自動車等の交通量の調査を実施し、事業の効果などを確認することが必要

• 今後、都市活動全体のデジタル化、自動運転など交通分野における技術革新、災害に強いインフラ
の必要性向上等に伴う社会変容を注視し、事業に求められる新たな役割や効果を幅広く検討するこ
とが必要

（４）事業計画、都市計画等
• 通常の大規模事業と異なり都市計画決定前に用地測量を実施しており、境界確認は９割以上完了
• 所在不明などで、境界確認ができていないのは約40件

7 事業を進める上での留意点

（１）鉄道乗降人員の変化（新型コロナウイルス感染症前後のJR東日本首都圏近距離における鉄道乗降人員比較）
• 令和２年４、５月の鉄道乗降人員は、前年度比約６ ７割減であったが、緊急事態宣言解除後の
令和２年11月は前年度比約２ ３割減となっている

（２）踏切交通量の変化（従前に比して青字は増、赤字は減）

（３）鉄道事業者の意向
• JR東日本は新型コロナウイルス感染症の影響等による減収・減益はあるものの、連立事業は進めた
いと考えており、事業費縮減や工期短縮の検討に協力する意向である

６ 新型コロナウイルス感染症禍における事業を取り巻く環境

踏切名称、調査日時 歩行者（人） 自転車（台） 二輪車（台） 自動車（台）

塚越
7:30-9:00

平成31年4月26日(金) 599 484 77 680

令和2年10月29日(木) 420 798 87 628

鹿島田
7:30-9:00

平成31年4月24日(水) 627 752 58 304

令和2年10月28日(水) 276 539 35 189

平間駅前
7:00-10:00

平成31年4月23日(火) 2,174 332 137 751

令和2年10月 7日(水) 1,458 312 125 773

向河原
7:00-10:00

令和元年9月10日(火) 3,968 514 37 446

令和2年10月27日(火) 2,514 353 26 389

• 手続き再開には関係者調整を含めて一定の期間が必要であり、事業効果の発現時期が遅延
• 沿線住民には、用地測量の説明会や境界立会時に事業に伴う用地取得について説明していることか
ら、計画の遅延は沿線住民の生活設計に影響を及ぼす可能性がある

• 早期に開かずの踏切対策が求められている平間駅前踏切についての対応が遅れる可能性があり調整
が必要

• 事業区間の踏切は、平成28年改正踏切道改良促進法で改良が必要な踏切として指定され、連続立
体交差化を見込んでいたことから、スケジュールの遅延に関する国との再協議が必要

• JR東日本は、今後の連立事業の計画を踏まえてホームドア等の安全設備への投資を考えており、
事業計画が不透明な状況が続いた場合、安全設備への投資が遅れる可能性があり調整が必要

9 令和2年度の都市計画手続きを見送った場合の影響

• 効率的・効果的な事業実施に向けて、今後、以下の取組を迅速に行う

10 今後の取組

■今後の取組
① 今後の社会変容等を見据えた事業の効果や本市の長期的な行財政運営の見通しなどを踏まえ、
本事業の取組方針について検討する

② 既存の事業計画等にとらわれず、設計や前提条件の見直しを図るなど、更なる事業費縮減と事
業期間の短縮に向けた検討を関係機関と連携し実施する

③ 併せて平間駅前踏切等について、早急に実施できる対策を検討する
④ 関係地権者等に対して丁寧な説明を行う
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H31.3.3 地下運行開始

◇全体平面図

一般部 大師橋駅部

◇縦断面図（１期①区間）

◇横断面図（１期①区間）

工事桁（仮設構造物）
（地上へすり付け）

首都高横羽線

産業道路

大師橋駅

都市計画未決定
（事業認可無し）
⇒本体工事着工不可

都市計画決定済
（事業認可済み）
⇒本体工事着工可

工事未着手 工事中

◇踏切状況

ピーク時 １日当り 自動車 二輪車 自転車 歩行者 自動車 歩行者等

分 時間 台/日 台/日 台/日 人/日 台時/日 台人時/日

① 11.0 m 15 2.9 808 118 867 1,687 2,343 7,407

② 20.0 m ○ 15 3.2 29,909 1,894 4,052 1,791 95,709 18,698

③ 7.0 m 14 3.0 1,023 90 1,100 4,098 3,069 15,594

④ 11.0 m 23 3.9 185 12 0 4,527 722 17,655

⑤ 14.0 m 23 4.1 9,382 398 1,581 318 38,466 7,786

⑥ 25.0 m ○ 21 4.1 10,110 460 1,175 4,391 41,451 22,821

⑦ 6.0 m 26 4.8 1,319 87 1,074 576 6,331 7,920

⑧ 6.0 m 28 5.3 0 10 170 238 0 2,162

⑨ 6.0 m 31 5.5 546 47 2,569 1,329 3,003 21,439

⑩ 8.0 m ○ 31 5.7 2,258 238 2,575 8,224 12,871 61,554

⑪ 5.5 m 18 3.1 0 16 821 2,406 0 10,004

⑫ 4.5 m 16 2.8 112 12 672 571 314 3,480

⑬ 40.0 m ○ ○ 23 4.1 25,144 1,354 2,719 4,758 103,090 30,656

⑭ 8.0 m 24 3.9 3,446 357 1,931 586 13,439 9,816

〈注1〉自動車ボトルネック（BN）踏切：一日の踏切自動車交通遮断量が5万台時／日以上の踏切

〈注2〉歩行者ボトルネック（BN）踏切：一日の踏切自動車交通遮断量と踏切歩行者等交通遮断量の合計が5万台（人）時／日以上かつ一日の踏切歩行者等交通遮断量が2万台（人）時／日以上の踏切

〈注3〉     　 　    ： 幹線道路踏切（国道、都道府県道、都市計画道路の踏切）

〈注4〉⑪～⑭踏切 ： 各数値は地下切替前の平成31年1月調査

令和2年1月調査

区
間
名

踏切道名称 道路名 幅 員

踏切種別 踏切遮断時間 交通量 踏切交通遮断量

自動車
BN

２

期
区
間

京急川崎（大）第１ 本町８号線

京急川崎（大）第２ 国道409号

港町第１ 港町１号線

港町第３ （私道）

国道409号

川崎大師第２ 大師本町３号線

川崎大師第３ 大師本町５号線

歩行者
BN

１
期
①

区
間

東門前第２ 東門前８号線

東門前第３ 東門前11号線

１

期
②

区
間

鈴木町第１ 鈴木町１号線

川崎大師第１

産業道路第１ 東京大師横浜線

産業道路第２ 田町２号線

川崎大師第４ 東門前１号線

東門前第１ 東門前６号線

京浜急行大師線連続立体交差事業（１期②区間） 今後の方向性について
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京浜急行大師線連続立体交差事業（１期②区間） 今後の方向性について

（１）事業目的
• 京浜急行大師線の小島新田駅から鈴木町駅間約2.4kmにおいて鉄道を地下化することで、10箇所の
踏切を除却し、都市内交通の円滑化を図るとともに、分断された市街地の一体化による都市の活性
化を図る

（２）事業効果
• 周辺道路交通の円滑化、臨海部地域の通勤環境向上、土地利用促進や産業活動活性化等に寄与
• 連立事業を契機とした川崎大師駅周辺まちづくりや線路跡地利用により、地域分断の解消、回遊性
向上や賑わい創出等に寄与

（３）基本項目

１ 事業概要

• １期①区間→京急との協議調整等に伴い、令和４年度以降の工事完成を予定
• １期②区間→令和２年度に協定締結および工事着手（準備工）を予定

４ 第２期実施計画と現在のスケジュール

項目 １期①区間 １期②区間

事業区間（延長） 小島新田駅 東門前駅（約1.2km） 東門前駅 鈴木町駅（約1.2km）

踏切除却数 ４箇所（旧踏切道改良促進法指定） ６箇所（旧踏切道改良促進法指定）

駅数 ２駅（地下駅 大師橋駅、地上駅 小島新田駅） ２駅（地下駅 東門前駅、川崎大師駅）

事業費 約642億円（現在精査中） 約784億円（現在精査中）

費用便益比（B/C） 1.02（１期区間全体）（平成29年10月算定）

２ 主な事業経過

時期 内容

平成 ５年６月 都市計画決定（小島新田駅 京急川崎駅）

平成 ６年３月 都市計画事業認可（小島新田駅 京急川崎駅）

平成 ９年６月 施行協定の締結（１期事業区間 小島新田駅 川崎大師駅手前）

平成15年３月 施行協定の変更（用地取得遅延に伴い、１期①区間の工期を平成８年度 平成22年度に延伸）
・工区を分割し、１期①区間の事業費を約337億円に設定

平成18年２月 １期①区間（小島新田駅 東門前駅）工事着手

平成23年３月 施行協定の変更（施工方法変更等に伴い、１期①区間の工期を平成８年度 平成26年度に延伸）
・工法変更等に伴い、１期①区間の事業費を約462億円（約125億円増額）に変更

平成26年４月 施行協定の変更（工事遅延に伴い、１期①区間の工期を平成８年度 平成27年度に延伸）

平成27年10月 基本協定の締結
・鈴木町すり付けによる１期②区間を設定

平成28年３月 施行協定の変更（工事遅延に伴い、１期①区間の工期を平成８年度 平成31年度に延伸）

平成29年４月 施行協定の変更
・施工方法変更に伴い、１期①区間の事業費を約642億円（約180億円増額）に変更

平成29年10月 事業再評価委員会
・１期②区間の事業費を約784億円と設定(川崎大師駅 鈴木町すり付け区間は仮線工法を採用)

平成31年３月 １期①区間（小島新田駅 東門前駅）地下運行開始

平成 ２年３月 施行協定の変更（工事遅延に伴い、１期①区間の工期を平成８年度 令和3年度に延伸）

H30年度 H31(R1)年度 R2年度 R3年度 R４年度以降

１期
①区間

第2期
実施計画

工事推進(産業道路
立体交差化)

工事完成

現在 工事推進(産業道路
立体交差化)

工事推進(踏切部復
旧等)

協定締結、工事推進
(踏切部復旧等)

工事推進(大師橋駅
舎整備等)

工事推進(駅舎整備
等)

１期
②区間

第2期
実施計画

協定締結 工事着手 工事推進、都市計画
変更手続

工事推進、都市計画
変更

事業推進

現在 鉄道事業者との協議
調整、詳細設計

鉄道事業者との協議
調整、詳細設計

協定締結、工事着手
（準備工）

工事推進、都市計画
変更手続

本体工事着手、都市
計画変更、用地取得

凡 例
１期区間全体

１期①区間

１期②区間

• 令和２年10月27日付け２川総行革第３３４号「大規模投資的事業に関する事業の検討について
（通知）」に基づき、本事業を「今後の社会経済動向等を踏まえた慎重な検討と判断が必要な事
業」として抽出し、以下の視点を踏まえて手続等の実施について改めて検討を行うこととした

５ 大規模投資的事業に関する今後の検討について

事業名及び検討内容
京浜急行大師線連続立体交差事業（１期②区間）における工事着手
本事業は、事業の推進に向けて令和２年度中に工事の着手を行う予定であるが、社会経済状況

について見通しが立たない中で、長期にわたり財源や人的資源の面で負担が大きいことから、今
後の社会経済動向等を踏まえると、現行計画に基づく工事着手については、慎重な検討と判断を
行う必要があるため。

（１）１期①区間（小島新田駅 東門前駅）
• 平成31年３月に小島新田駅 東門前駅間の地下運行を開始し、現在は踏切部復旧（線路撤去等）の
工事を推進中

• 令和元年６月に京急から工事完成に必要な事業費増額と工期延伸の申し入れを受け、現在は京急と
の協議調整を進めており、令和２年度中に施行協定を締結予定

（２）１期②区間（東門前駅 鈴木町駅）
• 東門前駅 川崎大師駅間は都市計画決定および事業認可済みであり、令和３年度に川崎大師駅 鈴
木町すり付け区間の都市計画決定及び事業認可を予定

• 鉄道本線に係る用地は取得済み（約1,825㎡）であり、残る用地は事業費縮減を目的とした仮線工
法の採用に伴う仮線路部分のみ（取得予定面積は検討中）

• 工事着手に向け、京急等関係機関等との協議を実施中。鉄道本線の詳細設計が概ね完了し、現在は
仮線路部の線形等を検討中

• １期区間全体の早期の効果発現に向け、令和２年度の工事着手について、国（国土交通省都市局）
と調整を進めてきた

• 工事着手時期に合わせて、庁内関係局や庁外の関係する地域、企業などで構成する地域協議会を設
立し、川崎大師駅周辺まちづくりなどの検討を推進予定

３ 事業の進捗状況

9



京浜急行大師線連続立体交差事業（１期②区間） 今後の方向性について
• １期②区間の鈴木町すり付けおよび２期区間廃止の都市計画手続きについては、引き続き関係局と
の連携が必要

• 関係地権者は４名であり、事業推進や用地取得について理解を得ていることから、用地に関する遅
延リスクは少ない

• 上記１ ７を踏まえた今後の方向性は以下のとおり

■理由
• 新型コロナウイルス感染症の影響等により、本市財政はこれまでにない厳しい状況が続くと想定し
ており、踏切対策など事業の必要性は認められるものの、現時点では新型コロナウイルス感染症の
影響による市民の行動変容や社会経済状況の変化が本事業に与える影響を明確に判断できる状況に
はない

• 事業の効果などについては、今後の社会変容に伴い新たに求められる機能や役割、鉄道乗降人員や
自動車等の交通量の変化等、今後の状況の推移を慎重に見極めて判断することが必要

• 本事業は、長期にわたり多額の財政支出を伴うことから、本市の厳しい財政状況や１期①区間の進
捗状況を踏まえて、事業費の縮減や平準化、工期の精査、設計等について詳細検討を行う時間を確
保するとともに、本市の行財政運営の見通しを踏まえた計画とするため、一度立ち止まってこれら
の精査が必要

■今後の方向性
① 令和２年度の工事着手を見送る
② 令和２年度の工事着手を見送り、必要な検討を実施した上で、令和３年度に第３期実施計画
（素案）等において検討結果を明らかにする

8 今後の方向性

• 事業を取り巻く環境等を踏まえ、以下の点に留意して検討を進めることとする

（１）事業の性質
• 都市計画法に基づく事業認可や、国の補助採択を受けて実施している事業
• 本事業は、踏切起因による事故や交通渋滞、地域分断の解消に加えて、市民生活の向上や川崎大師
周辺のまちづくり等を含めた幅広い効果を発現

（２）財政面への影響
• 令和３年度は220億円の市税減収が見込まれる中、連立事業は長期にわたり多くの財政負担を伴う
ことから、令和３年度に策定作業を行う第３期実施計画、行財政改革プログラムの中で検討する長
期的な財政見通しや物価変動などを踏まえながら、財政面への影響を検討することが必要

• １期①区間は事業費増額や工期延伸について検証を進めており、１期②区間については１期①区間
の状況を踏まえて、工事着手前に事業費や工期の精査をより一層行うことが必要

• 今後策定する収支フレームを念頭に置きながら、事業費の平準化を検討することが必要

（３）新型コロナウィルス感染症等の影響
• 新型コロナウイルス感染症の影響等による減収・減益に伴い、鉄道事業者の意向として予定通りの
工事着手は困難

• 踏切除却の効果を新型コロナウイルス感染症前の状況と同等に捉えることに対しては、慎重な検討
が必要

• 新たな生活様式に伴う市民の行動変容等、新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえながら、適
宜、鉄道乗降人員や自動車等の交通量の調査を実施し、事業の効果などを確認することが必要

• 今後、都市活動全体のデジタル化、自動運転など交通分野における技術革新、災害に強いインフラ
の必要性向上等に伴う社会変容を注視し、事業に求められる新たな役割や効果を幅広く検討するこ
とが必要

（４）事業計画、都市計画等
• 現在工事中の１期①区間は事業費増額や工期延伸が見込まれることから、1期②区間は鉄道事業者
と事業費や工期の精査を行った上で工事に着手することが必要

• １期①区間と１期②区間は継続して工事を行うことで、１期②区間の仮設工事などを減らすことに
より経費削減に繋がるため、こうした視点も踏まえて着手時期を見極める必要がある

７ 事業を進める上での留意点

（１）鉄道乗降人員の変化（新型コロナウイルス感染症前後の京浜急行大師線における各駅一日平均乗降人員比較）
• 令和２年４、５月の鉄道乗降人員は前年比約４割減であったが、緊急事態宣言解除後の令和２年
６ 10月は前年比約２割減で推移している

（２）自動車交通量の変化（平成30年11月28日、令和２年７月28日の調査結果比較）
• 川崎大師駅周辺の鈴木町第１踏切の12時間自動車交通量は約４％増、国道409号（川崎区中瀬二丁
目交差点付近）の12時間自動車断面交通量は約５％減である

（３）鉄道事業者の意向
• 京急からは新型コロナウイルス感染症の影響等による減収・減益に伴い、令和２年度における１期
②区間の工事着手は困難であると説明を受けている

６ 新型コロナウイルス感染症禍における事業を取り巻く環境

• 事業効果の発現時期が遅延
• 川崎大師駅に近接する国道409号の整備が遅延するとともに、川崎大師駅北口駅前広場、大師駅前
線等の供用時期や、川崎大師駅周辺のまちづくりへの影響が懸念

• 関係地権者は早期の用地買収を希望していることから、丁寧な説明と適切な対応が必要

9 令和２年度の工事着手を見送った場合の影響

• 効率的・効果的な事業実施に向けて、今後、以下の取組を迅速に行う
10 今後の取組

■今後の取組
① １期①区間の早期完成を目指すとともに、１期①区間の進捗状況や本市の長期的な行財政運営
の見通しなどを踏まえ、本事業の取組方針について検討する

② 既存の事業計画にとらわれず、設計や前提条件の見直しを図るなど、更なる事業費の縮減およ
び平準化や工事期間の短縮に向けた検討を関係機関と連携し実施する

③ 関係地権者等に対して丁寧な説明を行う
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等々力緑地再編整備事業の対応の方向性について

令和２年度 令和３年度 令和４年度

実施計画
改定案の公表（３月）

１ 事業の概要

２ 公共負担額と当初の事業スケジュール

（１）再編整備事業について
平成23年に「等々力緑地再編整備実施計画」を策定し、段階的な整備を進めてきたが、社会環境の変化
に対する新たな課題等への対応、自然災害リスクの高まりを踏まえた防災対策の充実の必要性、民間提案の
実現可能性のさらなる検証などに取り組むため、「等々力緑地再編整備事業の推進に向けた今後の取組方
針」を策定し、学識経験者等第三者による審議会等の設置により、「等々力緑地再編整備実施計画」の改
定に向けた検討を進めている。
（２）これまでの経緯について
・平成23年３月 「等々力緑地再編整備実施計画」策定
・平成27年３月 陸上競技場メインスタンドの供用開始
・平成30年11月 マーケットサウンディングの実施（提案１９団体）
・平成31年２月 東急㈱からのＰＦＩ法に基づく民間提案
・令和 元年9月 民間提案審査部会からの審査講評の提出
・令和２年２月 「等々力緑地再編整備事業の推進に向けた今後の取組方針」策定
・令和２年３月 「等々力緑地再編整備計画推進委員会」による実施計画改定に向けた検討
・令和２年10月 等々力球場の供用開始

（１）公共負担額
現行計画に基づいた再編整備を実施した場合の公共負担額８２０億円（３０年間の整備と維持管理
運営費－歳入）に比べて東急(株)の提案をPFI手法で実施した場合は、一体的管理による維持管理運営
費の削減や民間収益施設の設置許可使用料の収入の増などにより、公共負担額が１０４億円縮減され、
７１６億円になると算出された。（令和元年度川崎市民間活用推進委員会民間提案審査部会において算出）

ＰＦＩ事業

Ａ 現行計画に基づき、維持・修繕等
を実施した場合の公共負担額

公共負担額 ８２０億円

市が実施する事業
・競技場２期整備
・競技場大規模修繕
・等々力球場大規模修繕
・アリーナ大規模修繕
・ミュージアム大規模修繕
・下水処理場上部整備 等

Ｂ 東急案をＰＦＩ手法で実施した
場合の公共負担額

公共負担額 ７１６億円

市が実施する事業
【159億7,446万】

PFI事業
【556億2,880万】

ＡーＢ

▲１０４億円

（２）当初の事業スケジュール
令和３年３月に実施計画改定案を公表し、パブリックコメントを経て、令和３年６月に計画改定
し、民間活力導入に向けた手続きを実施する予定としていた。

実施計画改定（６月）

実施計画改定に向けた検討

・アリーナ解体
・競技場大規模修繕
・等々力球場大規模修繕 等

・建設事業（※）
・維持管理運営
・アドバイザー
・ＳＰＣ関連

パブコメ 計画に基づく取組の推進
（民間活力導入に向けた手続き等）

令和2年11月17日 川崎市行財政改革推進本部会議資料より抜粋

中間報告
（11月）

３ 大規模投資的事業に関する今後の検討について
令和2年10月27日付け2川総行革第334号「大規模投資的事業に関する事業の検討について(通知)」
により、全庁で調査が行われ、結果、本事業については、以下の視点を踏まえて手続き等の実施について
改めて検討を行うこととした。

本事業は、事業の推進に向けて令和2年度中に再編整備実施計画の改定手続を行う予定であるが、
新型コロナウイルス感染症を契機として高まった緑とオープンスペースの重要性等に対応した「新たな日常」
の実現に向けた視点を加えて再編整備実施計画の内容を検討する必要があるため。

検討内容

４ 事業を取り巻く状況変化等

（２）新型コロナウイルス感染症による財源等への影響
令和３年度においては、市税の減収が220億円見込まれる中、30年間で数百億円規模の公共負担が
発生する本事業は、財源や人的資源の面で長期にわたり大きな負担が見込まれる。

（３）民間事業者の動向
新型コロナウィルス感染症により多くの民間事業者の財務状況が悪化する中、本事業の事業規模等を踏
まえると、計画どおり進められるかが懸念される。

（１）新型コロナ危機を契機としたまちづくりの方向性について
令和2年8月に国土交通省が公表した「新型コロナ危機を契機としたまちづくりの方向性」の論点整理にお
いては、「緑とオープンスペースの重要性の再認識、テレワーク、テイクアウト販売への活用といった地域の多様
なニーズに応じて柔軟に活用する、活用を支える人材育成、ノウハウの展開等」が必要であると整理されてい
る。なお、具体的な方策については、 国が設置した検討会において検討の上、令和３年３月に公表される
予定となっている。
また、等々力緑地再編整備計画推進委員会においても、新型コロナ危機を踏まえた新たな将来像（まとま
りのあるオープンスペース（芝生広場等）の確保、働く場所としての活用、複合災害への対応等）について
議論を進めている。

キャンピングオフィス(多摩川緑地) 賑わいの創出(こすぎコアパーク)広場のイメージ(緑の基本計画)

新たな日常における公園利用のイメージ

（３０年間の総額）

（※）陸上競技場の全面改築、興行専用アリーナの整備等
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等々力緑地再編整備事業の対応の方向性について

５ 事業を進める上での留意点

事業を取り巻く状況変化等を踏まえ、以下の点に留意して検討を進めることとする。

① 新型コロナウィルス感染症の影響を踏まえた「新たな日常」の実現に向けた公園機能について
●等々力緑地再編整備実施計画の改定においては、国の方向性を見極めながら検討を進める
必要があることから、その動向を注視するとともに、等々力緑地再編整備計画推進委員会での議
論等を通じて等々力緑地に必要な機能やその規模について整理を進めていく必要がある。

② 公共負担の低減や平準化について
●本市の財政状況を踏まえると、施設のコンパクト化や利用料金の見直しに加え、民間活力の活用
を念頭に民間収益施設の利益還元の考え方を整理し、整備費や維持管理運営費の低減に向け
た検討を進める必要がある。
●整備費や維持管理運営費の算出にあたっては、収支フレームを念頭に置きながら各年度の事業
費の平準化等を検討する必要がある。

③ 事業着手時期等について
●新型コロナウィルス感染症による民間事業者の経営環境の悪化が懸念されるが、本事業の規模
や事業費総額等を踏まえると、多くの民間事業者が参画可能な競争環境を確保した上で公募す
ることが必要である。
●民間事業者の事業参画意向を確認するために、公募までの間に改めてサウンディング調査等を
行い、市場の動向を見極める必要がある。

６ 等々力緑地再編整備事業の対応の方向性について

●再編整備実施計画の改定手続については、「新たな日常」の実現に向けた視点を加えた公園機
能の充実をより一層図るための検討を進めるとともに、将来的な市民のニーズへの柔軟な対応を可能
とする管理・運営の考え方などについて整理を行い、令和３年度第一四半期を目途に『等々力緑地
再編整備実施計画（改定骨子） 新たな日常を踏まえた等々力緑地の整備・管理運営の方向
性 』としてとりまとめを行う。

●なお、検討にあたっては、新たな日常に求められる機能等を把握する為の実証実験等を通じてより
実効性の高いものとするとともに、引き続き民間活力の活用を念頭に、事業費の低減や平準化につ
いても検討を行う

令和２年度 令和３年度 令和４年度~
●今後の想定スケジュール

計画に基づく取組の推進
改定案公表
パブコメ手続

計
画
改
定 （民間活力の導入に向けた手続き等）

●新たな日常の実現に
向けた視点を加えた検討

●再編整備事業の方向性
主要施設の整備計画等の検討

改
定
骨
子
公
表
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